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別紙

平 成 2 1 年 3 月 1 7 日
東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

接続約款の変更案への意見に対する再意見
－次世代ネットワークに係る平成21年度の接続料の設定－



今回申請の接続料は、「次世代ネットワークの接続料
算定等に関する研究会」報告書（H20.12.25）を踏まえ、
接続料規則に基づいて、電気通信事業会計の営業費用等
をベースとして算出したコストに適正利潤を加えて設定
しており、適切な料金であると考えています。

また、ＮＧＮとＰＳＴＮでは、網の構成が異なってお
り、料金を一概に比較することは困難と考えますが、例
えば、回数比例コストの対象をみても、ＮＧＮはＳＩＰ
サーバ、ＰＳＴＮは交換機の中央処理装置等となってお
り、両者のコスト差等により、結果としてそのような差
が生じているものと考えます。

なお、ＩＧＳ接続機能の接続料は３分あたり５．７３
円（認可申請中の中継交換機能の３分あたり０．４１円
を含む）であり、長期増分費用方式に基づき算定したＩ
Ｃ接続の３分あたり６．３８円（認可申請中）より低廉
な料金となっています。

今回認可申請がなされているIGS 接続機能に係る接続料
と、現在NTT 東西殿より認可申請がなされている長期増分
費用方式に基づく接続料とを比較すると、保留時間によっ
てはIGS 接続機能に係る接続料の方が割高となります（下
記の図を参照願います）。

NTT-NGN がPSTN 等の既存ネットワークの代替的サー
ビスとして効率的なネットワーク構成で構築されているこ
と等を考慮すると、IGS 接続機能に係る接続料はより低廉
であるべきであり、今回の認可にあたっては、算定の諸条
件の詳細な情報開示と共に、その妥当性を検証すべきと考
えます。一例を以下に記述します。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】

【次ページへ】
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ＳＩＰサーバについては、例えば、既存ひかり電話の
ユーザのトラヒックの一部をＮＧＮのＳＩＰサーバで制
御していることや、導入時期の相違による減価償却費、
当年度取得固定資産額比により配賦される試験研究費に
差があること等により、ＮＧＮの方が、既存ひかり電話
網よりもＳＩＰサーバに係る総コストが大きくなってい
ます。

【具体例：SIP サーバの接続料原価】
次世代ネットワークに係る平成21 年度の接続料の設定に

関するNTT 東西殿の接続約款変更申請概要資料によれば、
NGN 設備の取得固定資産価額は、平成21 年度の予測契約
数に基づき必要となる設備量を設定した上で算出されてお
り、また、ひかり電話網のコスト算定においては、平成19 
年度接続会計から推計したコストに既存ひかり電話のユー
ザの伸び率等を考慮して予測・算定されています。

また、平成21 年2 月3 日に実施された接続約款変更に係
る事業者向け説明会の資料によれば、平成21 年度末におけ
るひかり電話のch数（チャネル数）は、NTT 東日本殿にお
いて596 万chですが、このうちNTT-NGN 収容数は93 万ch
と推定され（NTT 西日本殿においては、517 万chのうち、
NGN 収容数は47 万ch）、NGN 収容数は既存ひかり電話収
容数よりも大幅に少ないと考えられます。

一方、IGS 接続機能のセットアップ料金となるSIP サー
バの接続料原価（回数比例コスト）について、下記の表の
とおりユーザ数の少ないNGN のほうが既存ひかり電話網に
比べ大幅に高いものとなっており、詳細な情報開示ととも
にこの要因及びその妥当性を検証する必要があると考えま
す。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】
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接続料は、実際にご利用いただいている設備に係るコ
ストをご負担いただくものであり、実績原価で算定する
ことが基本であると考えていますが、当社のＮＧＮは、
Ｈ２０年３月末に商用サービスを開始したところであり、
接続会計に基づく実績原価がないことから、今回、将来
原価方式により算定しています。

将来原価方式の算定期間については、先々の需要や技
術の変化等を見通すことは困難であること、また、でき
る限り早期に実績原価での算定に移行することが適当で
あると考えることから、算定期間は１年としています。

NTT-NGN 接続料の算定については、平成20 年12 月10 
日提出の「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研
究会」報告書案に対する弊社共意見書（以下、「報告書案
に対する弊社共意見書」という。）でも述べたとおり、
NTT-NGN が新規サービスであり今後需要の増加が見込ま
れること、接続事業者における事業の予見可能性の向上を
図る必要があること、及び1.はじめにでも述べたとおり、
NTT 東西殿の接続料は出来る限りの低減化が図られるべき
であること等を考慮すれば、NTT 東西殿に対して5 年間の
将来原価方式での算定を求めるべきと考えます。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】

原価算定期間
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ＩＧＳ接続機能の接続料は、省令に基づき、ＮＧＮと
既存ひかり電話網の費用と需要を合算して算定している
ことから、接続料の算定に用いるトラヒックについても、
合算した数値を記載しています。

接続料原価についてはＮＧＮとひかり電話別の見込額が
開示されていますが、トラヒックは各々示されていません。
トラヒック内訳を開示いただくことによって、申請接続料
に占める大凡のＮＧＮ分とひかり電話分の構成比率を導く
ことで算定方法の適正性を別視点から検証でき、非常に有
用であると考えております。従いまして、ＮＧＮとひかり
電話別トラヒック(各年度)の情報は必須と考え公開を求め
ます。

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社】

接続料の算定期間である平成21年度の原価算定につい
ては、網使用料算定根拠により、妥当性の検討は十分可
能であると考えており、接続料算定に直接関係のない平
成20年度分の原価の開示は不要であると考えます。
なお、取得固定資産額については、平成21年度の原価
を算定する際に、平成20年度末及び平成21年度末の取得
固定資産価額を用いていることから、平成20年度末につ
いても記載しているものです。

網使用料の算定根拠において、ＮＧＮ設備の「設備別取
得固定資産価額」は平成21 年度だけでなく平成20 年度も
示して頂いておりますが、その後のコスティング過程にお
ける「各設備別コスト(年経費)」「各機能別の接続料原
価」についても、適正に原価を算定しているか比較検証し
ていくために平成20 年度分も開示すべきです。

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社】

今回申請した接続料については、網使用料算定根拠の
開示や事業者説明会の開催により、その算定の適正性に
関して可能な限りの情報を提供しており、妥当性の検討
は十分可能であると考えます。

将来原価方式の採用に当たり、予測と実績の乖離が発生
しないようにするためにも、需要予測の精度を高めること
が必要です。従って、今回の認可可否の検討あたっては、
NTT 東西殿より提示されている予想される設備数及びトラ
ヒックの妥当性を検討すべきであり、加えて、今後の予測
の算出については、NTT-NGN 接続料研究会の場を活用し、
関係者間で十分に議論を行っていく等のプロセスを採用す
べきと考えます。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】

情報開示
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今回の接続料算定において、フレッツ光ネクスト等の
需要数やエリア展開を予測し、これに基づき必要最低限
の設備量を設定した上で、当該設備に係る取得固定資産
価額を算出しており、適切なものであると考えています。

なお、東西間の差異について詳細な分析はしておりま
せんが、エリア拡大のテンポや需要数の違い等も影響し
ているものと思われます。

設備投資は想定される需要数に見合った額であるべきと
考えます。下表はＮＴＴ東西殿別の需要数と設備別取得固
定資産価額の関係として、単位加入当たりの各設備固定資
産額を比較したものですが、設備別・東西別にて確認しま
すとバラツキが散見されます。設備投資は、事業者毎の経
営判断に依るものであることは理解しますが、運用効率の
高さを検証できる情報の開示を求めます。

【フュージョン・コミュニケーションズ株式会社】

情報開示

当社意見他事業者様意見区分
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平成21 年度接続料のアンバンドル機能別費用算定上のコ
ストドライバについては、暫定ドライバとして、ポート容
量比が採用されていますが、より適正な接続料の算定及び
費用配賦の基本的な考え方である活動基準原価帰属（ＡＢ
Ｃ) を早期に実現すべく、トラヒック等のアクティビティ
に着目したドライバを平成22 年度適用の接続料から採用で
きるよう今後も引き続きの検討が必要であると考えます。

【イー・アクセス株式会社】

【イー・モバイル株式会社】

ポート容量比は使用可能量（キャパシティ）に着目し
費用配賦を行う方法、想定トラヒック比は使用量（想定
した使用トラヒック）に着目し費用配賦を行う方法であ
りますが、ネットワークコストを配賦するコストドライ
バとしては、どちらも一定の合理性を有するものと考え
ます。

また、「次世代ネットワークの接続料算定等に関する
研究会」報告書にあるように、２０１０年度以降の接続
料の算定に際しては、接続事業者や利用者に与える影響
も考慮しつつコストドライバを検討していく必要がある
と考えており、２０１０年度に必ずポート容量比から想
定トラヒック比又は実績トラヒック比に変更すべきとい
うことではないと理解しています。

コストドライバについては、客観性・透明性等の観点か
らは実績トラヒック比の採用が望ましく、まずはNTT-NGN 
接続料研究会において将来の採用可能性について引き続き
検討を行うべきです。その上で、平成20 年12 月25 日公表
の「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方に
ついて報告書」において、本来は想定トラヒック比が望ま

しいところ暫定的にポート容量比による費用配賦を認める
ことが適当、とされていることを踏まえると、実績トラ
ヒックが採用可能となるまでの期間においての当面の次善
の策として、想定トラヒック比の早期適用を目指すべきと
考えます。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】

コストドライバ

当社意見他事業者様意見区分
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今回、ＱｏＳ換算係数が設定されており、ＱｏＳの差異
によって通信サービスの品質が異なりネットワークへの負
荷の程度や最終利用者へのサービスの提供条件にも差異が
発生することを踏まえれば非常に有意義なことであると考
えますが、その設定内容の適正性について今後も検証が必
要であると考えます。また、適正性の検証については帯域
等換算係数においても同様に必要と考えます。

【イー・アクセス株式会社】

【イー・モバイル株式会社】

帯域換算係数は、一般的にＩＰ系の装置価格が帯域差
ほど費用差が生じておらずスケールメリットが働くこと
に着目して設定しているものであり、適正なコスト算定
の観点から適当であると考えます。

また、ＱｏＳ換算係数は、ＱｏＳの有無・程度に応じ
て帯域の確保の割合が異なる点に着目して設定している
ものであり、適正なコスト算定の観点から適当であると
考えます。

なお、こうした考えに基づくコスト算定については、
「次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会」
報告書の趣旨にも沿ったものと考えます。

帯域等換算係数は、利用者料金とコストのバランスや適
正性等の観点において許容し難い乖離等の存在があり、公
正競争確保の観点から問題がある場合にはじめて導入が検
討されるべきものです。今回の補正により、映像系サービ
スやテレビ電話等に係る費用が、従来の電話に置き換えら
れ得る基本的サービスであるひかり電話の費用に片寄せさ
れることがあってはならず、今回の認可にあたっては、ま
ずは帯域等換算係数を用いずに算定した場合のコスト配賦
の結果及び接続料水準を公表の上、当該係数の採用の妥当
性を検討すべきです。

報告書案に対する弊社共意見書で述べたとおり、帯域等
換算係数やQoSの効果の考え方については、ネットワーク
設備をどのような方針に基づき補強するかの条件に左右さ
れる等、非常に複雑な問題であることから、これらの要素
をどのように考慮すべきかについては、NTT-NGN 接続料
研究会において議論を深めることが必要と考えます。

【ソフトバンクＢＢ株式会社】

【ソフトバンクテレコム株式会社】

【ソフトバンクモバイル株式会社】

ＱｏＳ換算係数、
帯域換算係数

当社意見他事業者様意見区分
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イーサネット接続
機能

イーサネット接続機能については、どのネットワーク階梯
で相互接続するか等によって、システム改修内容が変わって
くること、また、システム改修したにも関らず、実需要がな
かった場合にはシステム改修が無駄になること等から、少な
くとも、接続事業者より、具体的な接続要望をお示しいただ
いた上で、具体的な接続方法等について検討し、システム改
修に着手する考えです。

しかしながら、当該機能のアンバンドルについては、ＫＤ
ＤＩ殿からはご相談を頂いているものの、現時点、いずれの
接続事業者からも、具体的な接続要望を頂いておりません。

なお、接続事業者からの要望に基づきシステム改修等を行
うまでの間は、接続料を新たに設定することができないこと
から、ぶつ切り料金設定とする考えです。

イーサネット機能については、「平成２２年度から
接続料を設定することが適当」との見解が示されてい
るところであり、ＮＴＴ東・西はスケジュールに従っ
て適切に接続料を設定する必要があります。

【ＫＤＤＩ株式会社】

当社のＮＧＮは、既存の地域ＩＰ網・ひかり電話網を大容
量化・高度化していくものであるため、地域ＩＰ網・ひかり
電話網でアンバンドルされている機能と同等の機能（収容局
接続機能、中継局接続機能、ＩＧＳ接続機能）については、
情報通信審議会答申（平成２０年３月）を踏まえ、ＮＧＮで
もアンバンドルして接続料を設定しているところです。

しかしながら、その他の多種多様な機能を予めネットワー
クに実装することについては、①多大な開発費用がかかるこ
と、②ＩＰ技術は技術の進展も早く、開発した機能が実際に
利用されるかどうか分からないこと等から現実的でなく、あ
くまでも事業者からの具体的な要望を踏まえて機能を具備等
することが適当であると考えます。

なお、当該開発に要する費用については、受益者負担の考
え方から、当該要望事業者において負担して頂くことが適当
であると考えます。

ＮＧＮはボトルネック設備と一体で構築された第一
種指定電気通信設備であることから、予め相互接続を
前提として構築されることが適当です。その際、多数
の事業者が利用することが想定される機能については、
公正競争を促進する観点から適時・適切にアンバンド
ルを行い、当該機能がインターネット接続機能のよう
にＮＧＮが本来有しておくべきものである場合には、
接続費用についても、ネットワークが本来有すべき機
能を備えるための費用として整理すべきです。

【ＫＤＤＩ株式会社】

アンバンドルする
機能の実装タイミ
ング等

当社意見他事業者様意見区分
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